
保険金請求に必要な主な書類 

火災 
 
 

漏水 盗難 対人 対物 
備考        

保険金請求書 ○ ○ ○ ○ ○ 

支払指図書 ○ ○ ○ ○ ○ 

損害品明細書 ○ ○ ○ 

示談書 ○ ○ ○ 
◎当事者間での示談が必要となります 

罹災証明 ○ 
◎火災事故は届出消防署にてお取り寄せ 
 をお願いします 
◎水災の場合は、市、・区役所、町役場 
 で発行されます 

交通事故証明 ○ ○ 

事故の内容により、ご提出いただく書類が異なります。下記書類を基本として事故の
内容によっては別途添付書類の提出をお願いしております。 

受付時にご案内いたします。 

株式会社住宅保障共済会 


